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令和５(2023)年５月２５日所長裁定 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、国際日本文化研究センター（以下「センター」という。）の構内にお

いて、センター職員以外の者（センターから撮影の依頼を受けた者を除く。以下同じ。）

が行う撮影のうち、撮影料を徴収する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものと

する。 

 

（撮影対象） 

第２条 センター職員以外の者が、センターの構内（以下「構内」という。）において行う

撮影とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

（１）映画、テレビ、雑誌又はインターネットメディア等に掲載するコンテンツの制作のた

めに行うロケーション撮影（報道等に係る撮影を除く。） 

（２）前号に掲げるもののほか、所長が認めた撮影 

 

（撮影可能場所） 

第３条 撮影が可能な場所は、構内（管理棟及び日文研ハウスを除く。）とする。 

 

（撮影可能日） 

第４条 撮影可能日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に定める休日（センターの行事実施日を除く。）とする。ただし、所長が特に認め

た場合はこの限りでない。 

 

（撮影可能時間） 

第５条 撮影可能時間は、午前８時３０分から午後５時００分までとする。ただし、所長が

特に認めた場合はこの限りでない。 

 

（撮影の申請） 

第６条 構内での撮影を希望する者（以下「申請者」という。）は、所定の申請書（様式１）

により、撮影内容を明記した企画書等を添えて、原則として撮影希望日の１ヶ月前までに

所長に申請しなければならない。 

 

（撮影の許可） 

第７条 所長は、前条に規定する申請があった場合において、当該申請の内容が適当である

と認めたときは、所定の許可書（様式２）の交付をもってその撮影を許可する。ただし、

次の各号に該当する場合には、撮影を認めないものとする。 

（１）法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

（２）公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

（３）特定の宗教の宣伝、布教等に関するもの 

（４）政党、政治団体、結社等による政治的な宣伝、選挙活動等に関するもの 

（５）センターの研究教育等の妨げになると判断されるもの 

（６）その他、センターのイメージを損なうと判断されるもの 

２ 所長は、前項に規定する許可に際し、構内の保全及び適切な管理のため、撮影の許可に

条件を付すことができる。 

 

（撮影許可の取消し等） 



第８条 所長は、次のいずれかに該当するときは、撮影の許可を取り消し、撮影を中止させ、

又は条件を変更して撮影させることができる。 

（１）センターが、撮影を許可した場所を使用する必要が生じたとき。 

（２）構内の保全及び適切な管理上の問題が生じたとき。 

（３）撮影許可後に、前条各号に抵触するおそれがあると判断したとき。 

（４）撮影を許可された者（以下「撮影責任者」という。）がこの要領に違反し、又は前条

第２項により付された条件に違反したと判断したとき。 

（５）申請書に記載された事項が事実と異なるとき。 

（６）撮影責任者がセンターの指示に従わないとき。 

（７）前各号に掲げるもののほか、撮影を行うことが適当でないと判断したとき。 

２ 前項の規定に基づく撮影許可の取消し等により申請者に損害が生じた場合であっても、

センターは当該損害を賠償する義務を負わない。 

 

（撮影料） 

第９条 撮影責任者は、撮影料として１時間につき５０，０００円（税抜）をセンターの指

定する日までに納付しなければならない。この場合において、１時間未満の端数があると

きは、その端数は、１時間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、撮影場所が著しく広範囲に及ぶなどの場合には、前項で規定

した額以上の料金を徴収することとする。 

３ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、所長が特に認めるときは、撮影料の全部又は一

部を免除することができる。 

 

（工作の禁止）  

第１０条 撮影責任者は、施設等に特別の工作をしてはならない。また、撮影した映像につ

いては、第７条第１項各号の規定に該当する加工をしてはならない。ただし、所長が認め

た場合はこの限りではない。 

 

（原状回復） 

第１１条 撮影責任者は、撮影後直ちにセンターの施設及び備品等を撮影前の状況に復さ

なければならない。 

２ 撮影責任者は、撮影中（撮影に伴う準備時間等を含む。）に次の各号に掲げるいずれか

に該当する事案が発生した場合には、それによって生じた損害を賠償しなければならな

い。 

（１）センターの施設及び備品等を損傷、汚損又は滅失した場合（見学者等によるものを含

む。） 

（２）前項に定める原状回復を怠った場合 

（３）第７条第２項により付された条件に違反した場合 

 

（管理上の立入）  

第１２条 センター教職員は、管理上必要があるときは、撮影中であっても随時撮影場所に

立ち入ることができる。 

 

（撮影の報告） 

第１３条 撮影責任者は、撮影の終了後速やかに、所定の撮影報告書（様式３）により所長

に撮影を報告しなければならない。 

 

（クレジット） 

第１４条 撮影責任者は、撮影した映像を使用して制作した作品に「撮影協力 国際日本文



化研究センター」等のクレジットを表記し、その際、可能な限りセンターのロゴ等を使用

すること。 

 

（庶務） 

第１５条 構内において行う撮影に関する事務は、関係各課及び関係教育研究等組織の協

力を得て、管理部総務課広報係において処理する。 

 

（改廃） 

第１６条 この要領の改廃は、所長が行う。また、所長は、この要領の改廃が必要であると

認めた場合は、インターネットの利用その他の適切な方法で周知することにより、申請者

又は撮影責任者の事前の承諾を得ることなく、この要領を改廃することができる。 

 

（雑則） 

第１７条 この要領に定めるもののほか、センター構内における撮影に関し必要な事項は、

別に定める。 

 

附 則 

１ この要領は、令和５(2023)年５月２５日から施行する。 

２ 第９条第１項に規定する撮影料については、この要領の施行の日から令和６(2024)

年３月３１日までの間、５０，０００円（税抜）とあるのは３０，０００円（税抜）と

して適用する。 


